


別紙様式１

国立大学法人東京医科歯科大学の中期計画 新旧対照表

現 行 変 更 案 変更理由

別表（収容定員） 別表（収容定員）
以下の理由により、

医学部 ８８０人 医学部 ８８５人 医学部及び歯学部の収
（うち医師養成に係る分野５２０人） （うち医師養成に係る分野５２５人） 容定員を変更する。

平 歯学部 ４９０人 平 歯学部 ４８３人
成 （うち歯科医師養成に係る分野３７０人） 成 （うち歯科医師養成に係る分野３５８人） ①地域の医師確保等の
23 23 観点からの医学部医学
年 年 科の入学定員を増やす
度 医歯学総合研究科 ９８１人 度 医歯学総合研究科 ９８１人

うち修士課程１２５人 うち修士課程１２５人 ②歯学部歯学科の入学
博士課程８５６人 博士課程８５６人 定員の減らすととも

に、学士編入学定員を
保健衛生学研究科 １００人 保健衛生学研究科 １００人 廃止する

うち修士課程 ５８人 うち修士課程 ５８人
博士課程 ４２人 博士課程 ４２人 ③歯学部口腔保健学科

に新たな専攻を加え、
生命情報科学教育部 １３５人 生命情報科学教育部 １３５人 ２専攻（口腔保健衛生

うち修士課程 ９０人 うち修士課程 ９０人 学専攻、口腔保健工学
博士課程 ４５人 博士課程 ４５人 専攻）とすることに伴

い定員の変更を行なう

医学部 ９００人 医学部 ９１０人
（うち医師養成に係る分野５４０人） （うち医師養成に係る分野５５０人）

平 歯学部 ４９０人 平 歯学部 ４８１人
成 （うち歯科医師養成に係る分野３７０人） 成 （うち歯科医師養成に係る分野３４６人）
24 24
年 年
度 医歯学総合研究科 ９８１人 度 医歯学総合研究科 ９８１人

うち修士課程１２５人 うち修士課程１２５人
博士課程８５６人 博士課程８５６人

保健衛生学研究科 １００人 保健衛生学研究科 １００人
うち修士課程 ５８人 うち修士課程 ５８人

博士課程 ４２人 博士課程 ４２人

生命情報科学教育部 １３５人 生命情報科学教育部 １３５人
うち修士課程 ９０人 うち修士課程 ９０人

博士課程 ４５人 博士課程 ４５人
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医学部 ９２０人 医学部 ９３５人
（うち医師養成に係る分野５６０人） （うち医師養成に係る分野５７５人）

平 歯学部 ４９０人 歯学部 ４７９人
成 （うち歯科医師養成に係る分野３７０人） 平 （うち歯科医師養成に係る分野３３４人）
25 成
年 25
度 医歯学総合研究科 ９８１人 年 医歯学総合研究科 ９８１人

うち修士課程１２５人 度 うち修士課程１２５人
博士課程８５６人 博士課程８５６人

保健衛生学研究科 １００人 保健衛生学研究科 １００人
うち修士課程 ５８人 うち修士課程 ５８人

博士課程 ４２人 博士課程 ４２人

生命情報科学教育部 １３５人 生命情報科学教育部 １３５人
うち修士課程 ９０人 うち修士課程 ９０人

博士課程 ４５人 博士課程 ４５人

医学部 ９４０人 医学部 ９６０人
（うち医師養成に係る分野５８０人） （うち医師養成に係る分野６００人）

平 歯学部 ４９０人 平 歯学部 ４７７人
成 （うち歯科医師養成に係る分野３７０人） 成 （うち歯科医師養成に係る分野３２２人）
26 26
年 年
度 医歯学総合研究科 ９８１人 度 医歯学総合研究科 ９８１人

うち修士課程１２５人 うち修士課程１２５人
博士課程８５６人 博士課程８５６人

保健衛生学研究科 １００人 保健衛生学研究科 １００人
うち修士課程 ５８人 うち修士課程 ５８人

博士課程 ４２人 博士課程 ４２人

生命情報科学教育部 １３５人 生命情報科学教育部 １３５人
うち修士課程 ９０人 うち修士課程 ９０人

博士課程 ４５人 博士課程 ４５人

医学部 ９５０人 医学部 ９７５人
（うち医師養成に係る分野５９０人） （うち医師養成に係る分野６１５人）
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平 歯学部 ４９０人 平 歯学部 ４７５人
成 （うち歯科医師養成に係る分野３７０人） 成 （うち歯科医師養成に係る分野３２０人）
27 27
年 年
度 医歯学総合研究科 ９８１人 度 医歯学総合研究科 ９８１人

うち修士課程１２５人 うち修士課程１２５人
博士課程８５６人 博士課程８５６人

保健衛生学研究科 １００人 保健衛生学研究科 １００人
うち修士課程 ５８人 うち修士課程 ５８人

博士課程 ４２人 博士課程 ４２人

生命情報科学教育部 １３５人 生命情報科学教育部 １３５人
うち修士課程 ９０人 うち修士課程 ９０人

博士課程 ４５人 博士課程 ４５人



別紙様式１

国立大学法人東京医科歯科大学の中期計画 新旧対照表

現 行 変 更 案 変更理由

Ⅷ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画 Ⅷ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

１．重要な財産を譲渡する計画 １．重要な財産を譲渡する計画 1）及び 2）
1) 国府台地区の土地の一部(千葉県市川市国府台２丁目１番３１ 裁判上の和解を

該当なし 377.40 ㎡)を譲渡する。 経て個人が使用

する本学の土地

2) 国府台地区の土地の一部(千葉県市川市国府台２丁目１番３１ を、当該個人に

76.10 ㎡)を譲渡する。 譲渡するため。

3) 妙高高原地区(赤倉寮)の土地(新潟県妙高市大字関山字妙高山 3) 保有資産見

6087 番１ 1,655.54 ㎡)を譲渡する。 直しにより合宿

研修施設を廃止

し、土地を譲渡

するため。

２．重要な財産を担保に供する計画 ２．重要な財産を担保に供する計画

該当なし 医学部及び歯学部附属病院における施設の整備に必要となる経費 両附属病院にお

の長期借り入れに伴い、本学の敷地及び附属病院の建物について、 ける施設の整備

担保に供する。 のため

Ⅸ 剰余金の使途 （省略） Ⅸ 剰余金の使途 （同左）

Ⅹ その他 Ⅹ その他
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１ 施設・設備に関する計画 １ 施設・設備に関する計画

両附属病院にお

ける施設の整備

のため
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施設・設備の内容 予定額

（百万円）

財源

（百万円）

・(湯島)医学系研究棟取壊し

・(医病)基幹・環境整備（歩行

者用デッキ等）

・(歯病)基幹・環境整備（旧歯

科外来事務棟空調機更新等）

・(医病・歯病)基幹・環境整備

（蒸気ボイラー等更新）

・小規模改修

総額

(1,694)

施設整備費補助金

（388）

長期借入金

（1,108)

国立大学財務・経営センタ

ー施設費交付金

（198）

施設・設備の内容 予定額

（百万円）

財源

・小規模改修 総額

198

国立大学財務・経営センター施

設費交付金（198）




